
 
名古屋音楽大学における障がい学生支援に関するガイドライン 

 
 本ガイドラインは、名古屋音楽大学（以下「本学」という）における障がいのある学生に関わる修学支援
について定めるものである。 

1.基本方針 
本学は、「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」「文部科学省所管事業分野

における障害を理由とする差別解消の推進に関する対応方針（平成 27 年文部科学省告示第 180 号）」にの
っとり、本学に在籍する障がいのある学生が、障がいのない学生と平等に修学の機会が得られるよう努める
とともに、未来を志向する芸術性豊かな人間性を養うことができるよう機会の確保に努める。 
また、修学支援の内容については、原則として受験時、入学時、学期始めにおいて大学と本人または保護

者が、十分な合意形成・共通理解を図ったうえで決定し、大学から提供するものとする。 
なお、成績評価については、障がいのある学生の学習の成果を適切に評価する必要があるため、学生が教

育目標を達成していることを柔軟な方法で評価しつつも、教育目標や公平性を損なうような評価基準の変更
や合格基準を下げるなどの対応は行わない。 

2.合理的配慮 
 本学に在籍する障がいのある学生から、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった
場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある学生の権利利益を侵害することとな
らないよう、性別および障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮
（以下「合理的配慮」という）を行うよう努める。 

3.支援対象 
合理的配慮の支援対象者は、原則として以下の者とする。 
① 障がい者手帳や医師の診断書等の根拠資料がある者 
② 本人または保護者が支援をうけることを希望し、本学がその必要性を認めた者 

4.相談および支援体制 
（1）障がいのある学生および保護者からの、合理的配慮に関する相談窓口を以下のとおり指定する。 

① 事務部 
② 健康管理室および学生相談室 
③ アカデミックアドバイザー 
④ キャリア支援センター 
⑤ 入試・広報センター 

（2）障がいのある学生が、正当な理由の無い不当な差別的扱いを受けたと感じた場合において、「名古屋
音楽大学におけるハラスメント防止などに関する規程」により以下のとおり相談窓口を指定する。 
① 事務部 
② 学生相談室 
③ その他教職員 

（3）前掲の基本方針のもと、障がいのある学生の一人ひとりの合理的配慮の要望に基づき、大学の関係部 
署が緊密に連携、協力して個別対応を行う。また、必要に応じて学外の専門機関との連携を図る。 

5.情報公開 
本学は、障がいのある本学学生や本学への入学希望者に対して、ガイドライン等をホームページおよびポ

ータルサイトをとおして公開する。 

6.ガイドラインの改正 
 このガイドラインは、社会情勢の変化・技術等が合理的配慮の内容に大きな変化と進展をもたらす場合、
必要に応じて学長が改正を行う。 


